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電子インボイスの活用
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電子インボイスの活用について

1. インボイス情報およびパッキングリスト情報を登録することに
より、輸出入申告の際に利用することが可能です。
 登録した情報を輸出申告の際に利用した場合、当該電子インボイスの情報は、

関税法第６８条に規定される仕入書として扱われ、書面又は「申告添付登録

（MSX）」業務での提出が不要となります。

 輸入申告の際に利用する場合については仕入書として扱われません。

 税関が必要と認めた場合は、別途書面又は「申告添付登録（MSX）」業務によるインボイ
ス、パッキングリストの提出を求めることがありますのでご注意ください。

 「インボイス･パッキングリスト情報登録（IVA）」業務により払い出される電子インボイス
受付番号を、申告時に入力する必要があります。

2. 登録されたインボイス・パッキングリスト情報に対し仕分け情報
を登録することにより、輸出入申告呼び出し業務から当該情報
を申告事項登録の業務画面に展開させることが可能です。
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輸出入申告に利用するためには、欄数が99欄以下（欄統合がある場合は
統合後99欄以下）である必要があります。
なお、当該欄数については第6次NACCSにて拡大されています。



電子インボイス関係業務

業務名 業種 概要

IVA
インボイス・パッキングリスト
情報登録業務

輸出入者
通関業 輸出申告等または輸入申告等に必要なインボイス情報及びパッキングリスト情報を登録・

訂正する｡

IVA01
インボイス･パッキングリスト
情報呼出し業務

輸出入者
通関業

「インボイス･パッキングリスト情報登録（IVA）｣業務によりシステムに登録したインボイス･
パッキングリスト情報を呼び出す。

IVB
インボイス･パッキングリスト
仕分情報登録業務

通関業
航空貨物代理店
（輸出の場合）

｢インボイス･パッキングリスト情報登録（IVA）｣業務等によりシステムに登録されたインボイ
ス･パッキングリスト関連情報に仕分情報を追加登録及び訂正を行う。

IVB01
インボイス･パッキングリスト
仕分情報呼出し業務

通関業
航空貨物代理店
（輸出の場合）

｢インボイス･パッキングリスト情報登録（IVA）｣業務または｢インボイス･パッキングリスト仕
分情報登録（IVB）｣業務によりシステムに登録したインボイス･パッキングリスト関連情報を
呼び出す。

IVB02
インボイス･パッキングリスト
仕分情報仮登録業務

通関業
航空貨物代理店
（輸出の場合）

「インボイス･パッキングリスト情報登録(IVA）｣業務で200欄を超える登録がある場合に、

登録されたインボイス･パッキングリスト情報に仕分に必要な情報を追加し、インボイス･パッ
キングリスト仕分情報を仮登録･訂正する。

IVB03
インボイス･パッキングリスト
仕分情報本登録業務

通関業
航空貨物代理店
（輸出の場合）

｢インボイス･パッキングリスト仕分情報仮登録(IVB02）｣業務で登録されたインボイス･パッ

キングリスト仕分情報を元に申告価格の算出、及び税額計算処理等を行い、インボイス･
パッキングリスト仕分情報を本登録する。

IIV
インボイス･パッキングリスト
情報照会業務

輸出入者
通関業

航空貨物代理店
（輸出の場合）

インボイス･パッキングリスト関連情報を照会する。

RSI
利用資格移管業務

通関業
航空貨物代理店
（輸出の場合）

海貨業

「電子インボイス受付番号通知情報」または「船積指図書(S/I）情報」を受け取った利用者
が、別の利用者へ後続業務を委託したい場合に、当該情報を転送し、業務資格を移管する。

電子インボイスの活用について
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電子インボイスの活用について

 電子インボイスを利用した申告フロー
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インボイス・パッキングリスト
情報控

IDA
輸入申告
事項登録

IDC
輸入申告

IDB
輸入申告
事項呼出し

IVA
インボイス・

パッキングリスト
情報登録

電子インボイス受付番号
通知情報 輸出の流れ

輸入の流れ

IVB
インボイス・

パッキングリスト
仕分情報登録

電子インボイス受付番号で
呼出しが可能

RSI
利用資格移管

他の
通関業者へ

IVB01
インボイス・

パッキングリスト
仕分情報呼出し

IVB02
インボイス･

パッキングリスト
仕分情報仮登録業務

IVA01
インボイス・

パッキングリスト
情報呼出し

訂正

IVB03
インボイス･

パッキングリスト
仕分情報本登録業務

（200欄以下）

（200欄超）

IVB01
インボイス・

パッキングリスト
仕分情報呼出し

欄数が200を超える場合はこ
れらの業務を行います

訂正



IVA業務の入力内容について

 IVA業務の入力項目
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【共通部】
Ｅ：輸出インボイス
Ｉ：輸入インボイス

システム識別（海上・航空）
に誤りがないか、ご留意く
ださい。

Ｃ／Ｎ：契約番号
Ｂ／Ｌ：Ｂ／Ｌ番号、ＡＷＢ番
号またはＨＡＷＢ番号
Ｌ／Ｃ：信用状番号
Ｃ／Ｏ：原産地証明書番号
Ｓ／Ｎ：荷主整理番号

番号識別により、下記の事項を入力

Ｃ／Ｎの場合：「契約番号」を入力
Ｂ／Ｌの場合「Ｂ／Ｌ番号、ＡＷＢ番号またはＨＡＷＢ
番号（５回繰返し）」を入力
Ｌ／Ｃの場合「信用状番号」を入力
Ｃ／Ｏの場合「原産地証明書番号（３回繰返し）」
Ｓ／Ｎの場合「荷主整理番号」を入力

番号識別により、下記の事項を入力

Ｃ／Ｎの場合：「契約年月日」を入力
Ｂ／Ｌの場合：「Ｂ／Ｌ番号、ＡＷＢ番号またはＨＡＷ
Ｂ番号発行年月日（５回繰返し）」を入力
Ｌ／Ｃの場合：「信用状発行年月日」を入力
Ｃ／Ｏの場合「原産地証明書番号発行年月日（３回
繰返し）」を入力



IVA業務の入力内容について
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【繰返部】

IVAの繰返し部はグリッド形式であり、表計算ソフト
からの貼付けが可能です。

データをコピー→NACCSのグリッドの先頭セルを選
択し「表貼り付け」 で貼付けます。

このようなグリッド形式の入力項目については、表計算ソフトからの貼付けが
可能です。後記のIVB繰返し部、IVB02繰返し部でも同様の入力が可能です。



 インボイス情報の仕分け
 「インボイス・パッキングリスト情報登録（IVA）」業務で登録された

インボイス情報に、仕分けに必要な情報を追加します。

 IVB01業務により登録済みのインボイス情報を呼び出した上、200欄以下
の場合はIVB業務により、200欄超の場合はIVB02業務及びIVB03業務に
より実施します。

 仕分けを行った情報は、輸出（入）申告事項登録で展開する事ができます。
 申告事項呼出し業務により、登録したインボイス仕分け情報を事項登録画面
に展開します。

 欄統合・合算処理を行った場合、統合・合算結果が繰返部の各欄に展開します。
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○品目コードの登録 ○関税の減免等の情報登録

○少額合算の親欄の指定

●同一品目となる複数のアイテムの欄統合を行います。

●少額貨物の合算処理を行います。

インボイス仕分け情報登録について



IVB01業務の入力内容について

 IVB01業務の入力項目
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電子インボイス受付番号を入力
※輸出入申告等（予備申告を除く）がされていないこと

IVB、IVB02、
IVB03業務へ

呼出種別を入力
１：IVB業務またはIVB02業務の呼出し
を行う場合

２：IVB03業務の呼出しを行う場合（１）IVB02業務で、仕分実施中の情報の呼出しを指定して
行う場合は、以下を入力
１：共通部＋１～２００欄目 ２：２０１～４００欄目
３：４０１～６００欄目 ４：６０１～８００欄目

（２）入力がない場合は、仕分実施中の情報の呼出しを行う

システム識別（海上・航空）に誤りがないか、ご留意ください。
※誤った場合でも、IVB、IVB02が展開しますが、その登録の

段階でエラーになります。



IVB業務の入力内容について

 IVB業務の入力項目留意点
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輸出インボイス「E」の場合
・海上：積載船名
輸入インボイス「Ｉ」の場合
・海上：積載船名
・航空：航空会社コード（2桁）

＋フライトナンバー（4桁）
＋スラッシュ（1桁）
＋日付（DDMMM）

【共通部】

インボイス価格区分コードが必須入力となりま
す。
Ａ：有償貨物についてのインボイス価格
Ｂ：無償貨物についてのインボイス価格
Ｃ：有償貨物についてのインボイス価格に、無
償についての価格を加えた価格
Ｄ：上記以外の価格

輸出インボイス「E」の場合
・地域コード3桁を入力
輸入インボイス「Ｉ」の場合
・国名2桁＋地域コード3桁を入力



輸出

輸入
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IVB業務の入力内容について

当該欄が無償欄の場合で、欄統合時に有償欄として統合
を行う場合は、「Ｙ」を入力

• 当該欄が少額合算対象欄の場合で、少額合算の親として指定を行
う場合は、「＊」を入力（複数の欄に少額合算親の旨の入力がある
場合は先頭の欄を親とする）

• 当該欄が少額合算対象欄の場合であっても少額合算より除外する
場合は、「－」を入力

【繰返部】

当該欄が無償欄の場合で、欄統合時に有償欄として統合
を行う場合は、「Ｙ」を入力



インボイス仕分け情報登録業務について
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品名

企画
価格

Banana 2000000

Apple 1000000

Apple 1000000

Banana 3000000

Apple 1000000

品目コード
品名

企画
価格

0803000004 Banana 2000000

0808100005 Apple 1000000

0808100005 Apple 1000000

0803000004 Banana 3000000

0808100005 Apple 1000000

統合先

欄番号
品目コード

品名

企画
価格

＊ 0803000004 Banana 2000000

＊ 0808100005 Apple 1000000

02 0808100005 Apple 1000000

01 0803000004 Banana 3000000

02 0808100005 Apple 1000000

品目コード
品名

企画
価格

0803000004 Banana 50000000

0808100005 Apple 30000000

Line

item

1

2

3

4

5

a. 統合例

IVA（入力） IVB（入力） IVＢ（出力） EDBで呼出しEDA入力画面での補完

統合後、親となる欄には「＊」 統合された欄には、統合先の欄（親欄）が表示される

仕分け業務における欄統合・合算例

① IVAを入力します。電子インボイス受付番号が払い出されます。

② IVB01にて①の情報を呼び出します。呼び出されたIVB上の個々の品名
に該当するHSコードを入力します。

③ 統合後、親となる欄には「*」、統合された欄には統合左記の欄（親欄）が
それぞれ出力されます。

④ EDB画面にて電子インボイス受付番号で呼び出し、EDA入力画面での補
完となります。

① ② ③ ④



インボイス仕分け情報登録業務について
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品名

企画
価格

Apple 10000

Apricot 10000

Apple 20000

Banana 300000

Apple 10000

少額

合算

手入力

品目コード
品名

企画
価格

0808100005 Apple 10000

0813100002 Apricot 10000

＊ 0808100005 Apple 20000

0803000004 Banana 300000

0808100005 Apple 10000

少額

合算

手入力

少額

合算

欄番号

品目コード
品名

企画
価格

02 0808100005 Apple 10000

02 0813100002 Apricot 10000

＊ ＊ 0808100005 Apple 20000

0803000004 Banana 300000

02 0808100005 Apple 10000

品目コード
品名

企画
価格

0803000004 Banana 300000

080810000X Apple 50000

Line

item

1

2

3

4

5

IVA（入力） IVB（入力） IVB（出力） EDBで呼出しEDA入力画面での補完

b. 少額合算例

少額合算の親としたい
欄には「＊」と手入力

合算後、親とな
る欄には「＊」

合算された欄に欄
（親欄）番号を表示

大額欄は合
算されない

少額合算を意味
する表示がされる

有税品同士は
合算の子に統合

有税品を親欄にした場合は有税品、無税品を親欄にした場合は無税品を少額合算します。
両方とも少額合算する場合は、それぞれ親欄を指定する必要があります。

① IVAを入力します。電子インボイス受付番号が払い出されます。

② IVB01にて①の情報を呼び出します。呼び出されたIVB上の個々の品名
に該当するHSコードを入力、そして少額合算の親としたい欄には「*」と
手入力します。

③ 合算後、親となる欄には「*」、合算された欄に欄（親欄）がそれぞれ出力
されます。

④ EDB画面にて電子インボイス受付番号で呼び出し、EDA入力画面での補
完となります。

① ② ③ ④



IVB02業務及びIVB03業務の入力内容について
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ＣＮＴ：２００欄を超える登録が必
要で継続画面を出力する場合
ＥＮＤ：全ての欄の入力が完了した
場合

IVAと同様に表計算ソフトから
の貼り付けが可能。

【IVB02 繰返部】

【IVB02 共通部】

無償・少額合算について、IVB
と同様の入力が可能

【IVB03】

IVB02の登録により、自動的
にIVB03が展開

欄数が200欄超の場合は、IVB02及びIVB03により仕分け情報を登録します



 RSI（利用資格移管）業務は、「電子インボイス受付番号通知情報」または
「船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報」を受け取った利用者が、別の利用者へ後続業
務を委託したい場合に、当該情報を転送し、業務資格を移管する業務で
す。

RSI業務による移管は、回数の制限なく可能ですが、「インボイス・パッキ
ングリスト仕分情報登録（IVB）」業務、または「申告業務」後の電子イン
ボイス受付番号通知情報の移管は出来ません。

再移管については、直前に行われた本業務の移管先利用者のみが実施
可能です。
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 RSI（利用資格移管）業務とは

RSI業務について



RSI業務の入力内容について

 RSI業務の入力項目
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Ｉ：電子インボイスを委託する場合
S：船積指図書（S/I）情報を委託する場合

①RSI業務の入力者は、電子インボイス受付番号に
係る委託先通関業者コードであること。

②移管先が通関業者であること。
（通関業者の利用者コード5桁を入力。）

電子インボイス受付番号を入力



インボイス仕分け情報の利用について

 電子インボイスを利用した申告
 輸出（入）申告事項呼出しにおいて、電子インボイス受付番号を入力します。
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輸入申告事項呼出し（IDB）輸出申告事項呼出し（EDB）

仕分け情報登録を行った場合は、呼出し業務により申告事項登録画面に
当該仕分け後のインボイス情報を展開することができます。

ｲﾝﾎﾞｲｽ

電子インボイス受付番号を
入力



インボイス仕分け情報の利用について

 輸出（入）申告事項登録において、電子インボイス受付番号を入力します。
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輸入申告事項登録（共通部）

輸出申告事項登録（共通部）

電子インボイス受付番号を入力

電子インボイスにかかる識別コードを入力
C：仕分け情報あり
D：仕分け情報なし

ｲﾝﾎﾞｲｽ 仕分け情報登録を行わない場合でも、申告事項登録において電子インボイス受付番号を
入力することにより、電子情報によるインボイス（輸入にあっては仕入書に代わるもの）の
提出が可能です。



 インボイス･パッキングリスト関連情報を照会する。
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システム識別 照会区分 照会可能者

海上
システム

A 輸出入者、通関業、税関

B 通関業、税関

C 輸出入者、通関業、税関

航空
システム

A
輸出入者、通関業、税関、
航空貨物代理店（輸出のみ）

B
通関業、税関、
航空貨物代理店（輸出のみ）

C
輸出入者、通関業、税関、
航空貨物代理店（輸出のみ）

【照会可能者】

IVA業務で出力された電子インボ
イス受付番号を入力する。

照会区分を入力する。
A：インボイス・パッキングリスト

情報照会
B：インボイス・パッキングリスト

仕分情報照会
C：インボイス・パッキングリスト

移管履歴情報照会

IIV(インボイス･パッキングリスト情報照会)

インボイス･パッキングリスト照会情報【共通部】

【繰返部】

インボイス・パッキングリスト移管履歴照会情報

インボイス・パッキングリスト情報照会
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